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2021年夏の天候

• 夏（6～8月）の気温は、本州で梅雨明けとなった7月中旬から8月上旬にかけて高温となった
ことなどにより、北日本でかなり高く、東日本でも高かった。

• 一方、8月中旬は本州付近に停滞した前線の影響で西日本～北日本の広い範囲で曇りや雨
の日が多くなり、気温が低くなった。

夏の気温分布（平年差）

1946年の統計開始以降、北日本の
6月は第2位、7月は第3位の高温。

数値は各月の気温平年差、青字（赤字）
は平年より低い（高い）、黒字は平年並、
太字はかなり低い（かなり高い）。
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2021年は、ほぼ年を通して全国的に気温の高い状態が続き、日本の年平均気温は1898年
の統計開始以降、2020年、2019年に続き、３番目に高い値となった（2022年１月4日気象庁
発表）

2021年の天候（気象庁）

出典：気象庁日本の年平均気温 2
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（参考）2021年の世界の主な異常気象・気象災害（気象庁速報）

• 主に北半球の各地で異常高温、異常多雨が発生
• 中国中部の大雨（7 月、③）、南アジア及びその周辺の大雨（5～11 月、⑨）、ヨ
ーロッパ中部の大雨（7 月、⑬）、北米中部から西部の熱波（6～7 月、⑳）など、
多数の死者を伴う災害が発生。

出典：気象庁2021年12月22日発表「2021年の天候と台風のまとめ（速報）」
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【参考】2021年6月に発生したカナダの熱波の概要

【発生地域】カナダ（ブリティッシュ・コロンビア州）

【発生時期】2021年6月25日～7月1日

【最高気温】49.6度を記録（6月29日 リットン村※）

（※）北緯50度13分52秒 （札幌市:北緯43度3分43秒）

6月の平均最高気温（1981–2010年）24.3 度

出典： Environment Canada

【死亡数】

熱波発生時期１週間の死亡数
ブリティッシュ・コロンビア州（人口 465万人）

全死亡数
（6月27日～7月3日）（※１）

熱中症による死亡数
（6月25日～7月1日）（※２）

1,485人（例年の約2倍） 526人（全死亡の４割弱）

出典：（※１）カナダ統計局
（※２）BC Coroners Service (BCCS) Heat-Related Deaths – Knowledge Update ４



【参考】「地球温暖化」と「極端な高温」の関係

極端現象の種類
頻度が増加した
地域の数

頻度が減少した
地域の数

極端な高温
４１地域／４５地域
（「東アジア」含む。）

０地域／４５地域

 世界を45の地域に分けて、極端な高温の増減について分析。
 「東アジア」を含む41地域において、極端な高温の頻度が増加。

極端現象の種類
現在
（+1℃）

+1.5℃ +2.0℃ +4.0℃

極端な高温
（10年に１回の現象） 2.8倍 4.1倍 5.6倍 9.4倍

極端な高温
（50年に１回の現象） 4.8倍 8.6倍 13.9倍 39.2倍

 極端な高温等が起こる頻度とそれらの強度が、地球温暖化の進行に伴い
増加すると予測。

※ ＩＰＣＣ （気候変動に関する政府間パネル）第６次評価報告書を基に作成

【地球温暖化に伴う極端現象の変化】

【地域別の極端現象の分析】
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平成30年以降1,000人を超えている

熱中症による死亡者の状況
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エアコン有・使用有, 3人, 10%

エアコン有・使用無, 

23人, 77%

エアコン無, 3人, 10%
不明, 1人, 3%

エアコン設置有無・使用状況別

令和３年夏の東京都23区、大阪市における熱中症死亡者の状況

○ 令和３年10月31日検案時点までの東京都23区における熱中
症による死亡者39人

(東京都監察医務院の死体検案の速報値）

○ 令和３年10月31日検案時点までの大阪市内における熱中症
による死亡者34人

(大阪府監察医事務所の死体検案の速報値）

エアコン有・使用有, 2人, 6%

エアコン有・使用無, 

26人, 76%

エアコン無, 6人, 18%

エアコン設置有無・使用状況別

計39人（速報値）のうち

• ８割以上は65歳以上の高齢者

• 約９割は屋内
屋内での死亡者のうち

• 約９割はエアコンを使用していなかった

30歳代, 1人, 3% 

50歳代, 3人, 8%
60歳代前半, 2人, 

5%

60歳代後半, 2人, 5%

70歳代, 16人, 

41%

80歳代, 11人, 28%

90歳代以上, 4人, 10%
年齢別

計34人（速報値）のうち

• ７割以上は65歳以上の高齢者

• 約９割は屋内
屋内での死亡者のうち

• 約９割はエアコンを使用していなかった

50歳代, 7人, 21%

60歳代前半, 2人, 6%

60歳代後半, 3人, 9%
70歳代, 11人, 

32%

80歳代, 10人, 29%

90歳代以上, 1人, 3%
年齢別

出典：東京都監察医務院 出典：大阪府監察医事務所 7



熱中症による死亡者数ゼロに向けて、できる限り早期に死亡者数年1,000人以下を目指し、顕著な減少傾
向に転じさせる。

熱中症警戒アラートなどに基づき、国民、事業所などによる適切な熱中症予防行動の定着を目指す。

１.重点対象分野

（１）高齢者等の屋内における熱中症対策の強化
・熱中症対策に関する知見を、高齢者等の視点に立って伝わりやすいように包括的に取りまとめ、
地方公共団体や民間企業等の協力も得ながら、各府省庁連携して様々なルートを通じてワンボイスで伝えます。

（２）管理者がいる場等における熱中症対策の促進
・教育機関、仕事場、農作業場、スポーツ施設、イベント会場、避難所等の現場において、
熱中症警戒アラートの活用や、暑さ指数の測定・活用などにより、各現場に応じた熱中症対策を徹底します。

（３）新型コロナウイルス感染症対策と熱中症対策の両立
・マスク着用と熱中症の関係などを含めた、『新しい生活様式』における熱中症予防について、
研究調査分析を進め、十分な科学的知見を得ながら、新しい知見を随時盛り込んだ対応策の周知を徹底します。

（４）東京オリンピック・パラリンピック競技大会における熱中症対策の促進
・多言語での普及啓発、主要競技会場周辺の暑さ指数（WBGT）等の情報発信等、
組織委員会や東京都等と連携して、大会本番の熱中症対策に万全を期します。

（１）地域における連携強化
・地方公共団体を中心とした、地域住民の熱中症予防行動を促進。
また、高齢者等の熱中症弱者への地域での見守りや声かけが実施されるよう、地域の団体や民間企業と連携

（２）産業界との連携強化
・熱中症に関連した様々な商品やサービスの開発について、民間企業の技術開発や事業展開の後押しを
通じた市場の拡充が、熱中症対策の一層の推進に繋がるよう、産業界との連携を強化

２.連携の強化

３.広報及び

情報発信の強化

令和3年３月25日策定

 熱中症予防強化キャンペーン
・これまで毎年７月に実施してきた熱中症予防強化月間を、令和３年度から「熱中症予防強化キャンペーン」
（毎年4月～9月）として、関係府省庁の連携を強化して広報を実施します。

 熱中症警戒アラート
・令和３年度から全国展開する「熱中症警戒アラート」について、
関係府省庁が連携して多様な媒体や手段で国民に対して情報発信し熱中症予防行動を促します。

＜ 中期的な目標 ＞

＜令和３年夏の目標＞

熱中症対策行動計画（概要）
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 熱中症による死亡者数・救急搬送人
員は増加傾向にあり、気候変動等の
影響を考慮すると熱中症対策は極め
て重要

「熱中症警戒アラート」について

環境省・気象庁

環境省 気象庁×

熱中症警戒アラート

令和３年４月28日より全国で本格実施

 高温注意情報を、熱中症の発生との相
関が高い暑さ指数（WBGT）を用い
た新たな情報に置き換える

１. 背景 ２.発表方法

暑さ指数（WBGT）とは、

人間の熱ﾊﾞﾗﾝｽに影響の大きい

気温 湿度 輻射熱

の3つを取り入れた暑さの厳しさを示す指標です。

 府県予報区内のどこかの地点で暑さ
指数（WBGT）が33以上になると予
測した場合に発表

＜地域単位＞

 気象庁の府県予報区等単位で発表

 該当府県予報区内の観測地点毎の

予測される暑さ指数（WBGT）

も情報提供

＜タイミング＞

 前日の17時頃及び当日の朝５時頃に
最新の予測値を元に発表

 報道機関の夜及び朝のニュースの際に
報道いただくことを想定

 「気づき」を促すものであるため、一
度発表したアラートはその後の予報で
基準を下回っても取り下げない

３. 発表の基準 ４. 発表の地域単位・タイミング

注1）日本生気象学会指針より引用
注2）日本スポーツ協会指針より引用

 令和３年度の全国展開以降、定期的に「熱中症警戒アラート」の発表状況等を踏
まえた検証を実施し、効果の算出に努める。

 継続的に検証を重ね、今後の熱中症対策の課題改善に繋げる。

７. 令和３年度以降の検証について

 熱中症の危険性が極めて高くなると予測される日の前日または当日に発表される
ため、日頃から実施している熱中症予防対策を普段以上に徹底することが重要。

不要不急の外出は避け、昼夜を問わずエアコン等を使用する。

高齢者、子ども、障害者等に対して周囲の方々から声かけをする。

身の回りの暑さ指数（WBGT）を確認し、行動の目安にする。

エアコン等が設置されていない屋内外での運動は、原則中止／延期をする。

のどが渇く前にこまめに水分補給するなど普段以上の熱中症予防を実践する。

６. 発表時の熱中症予防行動例

環境省・気象庁が新たに提供する、暑さへの「気づき」を呼びかけるた
めの情報。熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際に
発表し、国民の熱中症予防行動を効果的に促す。

（例）

※各地域の暑さ指数は環境省の
熱中症予防情報サイト参照

５. 情報の伝達方法（イメージ）
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令和３年度熱中症警戒アラートの発表状況①（北海道～北陸地域）

全国における
発表地域：53地域/58地域
発表日数：75日/183日
延べ発表回数：613回
※4/28～10/27時点
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令和３年度熱中症警戒アラートの発表状況②（近畿～九州・沖縄）

全国における
発表地域：53地域/58地域
発表日数：75日/183日
延べ発表回数：613回
※4/28～10/27時点
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熱中症対策行動計画に基づく他省庁と連携した取組 ①

熱中症警戒アラート全国展開
環境省、気象庁
令和３年４月作成

夏本番前のエアコンの早期点検の呼びかけ
環境省、経済産業省
令和３年４月作成
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熱中症対策行動計画に基づく他省庁と連携した取組 ②

「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」
環境省、文部科学省
令和３年５月作成

「新しい生活様式」での熱中症予防
環境省、厚生労働省
令和３年６月改訂
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熱中症対策行動計画に基づく他省庁と連携した取組 ③

高齢者のための熱中症対策
厚生労働省、経済産業省、環境省

令和３年７月作成

災害時の熱中症予防
環境省、内閣府、消防庁、厚生労働省

令和３年３月改訂

熱中症警戒アラート新たに全国展開中！
内閣府、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、
経済産業省、国土交通省、環境省、消防庁、

スポーツ庁、観光庁、気象庁
令和３年７月作成
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令和３年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」
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熱中症対策アンケート調査結果（一般向け）考察

• 令和２年度にアラートを試行として実施した関東甲信では、令和３年度のアラートの認知度
は84％、発表把握度は82％であり、令和２年度より認知度、発表把握度の一定の上昇
が認められた。

• 令和３年度の全国のアラートの認知度は80％、発表把握度は79％と一定の認知度、発表
把握度が認められた。

アラートの認知度 アラート発表の把握度

Q4 熱中症の危険性が極めて高い暑さが予測される際に「熱中症警戒ア
ラート」が発表されます。このことをご存知ですか。：地域別

Q5 実際に「熱中症警戒アラート」が発表されたのはご存知でしたか。（Q4で
「知っている」と回答した方）：地域別

R2関東甲信：N＝3,182
R3関東甲信：N＝1,800
R3全国：N＝9,400

R2関東甲信：N＝3,182
R3関東甲信：N＝1,506
R3全国：N＝7,545

一般
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令和３年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」
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熱中症対策アンケート調査結果（自治体向け）考察 ①

Q13 「熱中症警戒アラート」を自治体内で活用していますか。：地方別

• 関東甲信の自治体ではアラートを活用する割合が77％と令和２年度よりも上昇していた。

• 令和３年度に全国の自治体でアラートを活用する割合は55％であった。

• 地方別に見ると、北海道、九州南部及び沖縄ではアラートを活用する割合が低くなっていた。

地方別
関東甲信と全国の比較％

N=802

％

R2関東甲信：N＝245
R3関東甲信：N＝179
R3全国：N＝802

自治体
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令和３年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」

熱中症対策アンケート調査結果（自治体向け）考察 ②

人手が不

足してい

るため
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時間が不
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るため

担当部局
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ため

何をすれ

ばいいか

わからな

いため

その他

R3全国 40 40 25 14 8 33
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％

その他
• 実施できていない対策はな
い：16％

• 関係部署との連携・調整が
とれていない：2％
など

N=667

注：「その他」には「実施できていない対策はない」旨の回答が含まれる。

自由記載欄の回答（主な回答を抜粋）：

• 予算・人材不足により対応できず、また予算
獲得に庁内の理解が困難

• 熱中症は複数部局（環境部局、健康福祉
部局、防災部局等）にまたがり、一元的な
対応のための庁内の調整が困難であり、国
などからの通知などが必要

• 国、県、市町村の役割分担が明確でなく、
どのように対応したらよいのか分からない

Q9 実施すべきだと考えているが、実施できていない理由
としてあてはまるものを全てお知らせください。

•熱中症対策を実施できていない理由としては、人手不
足（40％）や予算不足（40％）、時間不足（25％）、担
当部局／担当者不在（14％）が主な理由として挙げら
れている。

自治体
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令和３年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」

北海

道
東北

関東

甲信
北陸 東海 近畿 中国 四国

九州

北部

九州

南部
沖縄

作成している 3 12 32 20 32 35 12 5 12 8 4

0

10

20

30

40

32 

21 

0

10

20

30

40％

関東甲信 全国

熱中症対策アンケート調査（教育委員会向け）考察 ①

Q5 所管の学校向けに熱中症対策ガイドライン（指針やマニュアル等を含む）を作成していますか。：地方別

• 所管の学校向けに熱中症対策ガイドラインを作成している割合は関東甲信の教育委員会で
32％、全国で21％に留まっていた。

• 作成する割合は、北海道、四国及び沖縄で低くなっていた。

R3関東甲信

R3全国

N=1,231

％関東甲信と全国の比較

R3関東甲信：N＝333
R3全国：N＝1,231

教育委員会
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令和３年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」
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熱中症対策アンケート調査（教育委員会向け）考察 ②

Q6 所管の学校向けの熱中症対策ガイドライン（指針やマニュアル等を含む）に、「熱中症警戒アラート」発出時の対応に関する記載はあ
りますか。：地方別

• 所管の学校向けガイドラインにアラート発出時の対応を記載する割合は関東甲信で26％、全国
で16％であった。

R3関東甲信

R3全国
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0

5

10

15

20

25

30
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％関東甲信と全国の比較

R3関東甲信：N＝333
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教育委員会
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お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

熱中症対策推進事業

事業イメージ

請負事業

気候変動の進展等を踏まえ、社会全体で熱中症予防に取り組むことが重

要。令和４年度は「地域における熱中症対策ガイドライン（仮称）」の策

定やモデル自治体事業の支援を行う。各地方自治体における包括的・体系

的な熱中症対策の整理・実行を支援し、社会が一体となって、より効果的

な取組を促進する。そのために必要な知見の収集やその効果的な発信方法

についてもとりまとめる。

（１）熱中症に係る啓発資料作成事業

（２）熱中症対策に係る指導者養成事業

（３）地域における効果的な熱中症予防対策の推進に係る事業

・ 地域における熱中症対策ガイドライン策定に係る事業

（４）新型コロナウイルス感染症の感染予防策との両立等に対応した

熱中症対策の検討・推進事業

地域の特性を考慮し社会が一体となって取り組む、総合的な熱中症対策を促進します。

【令和４年度予算（案） 122百万円（172百万円）】

民間事業者

平成24年度～

■請負先

大臣官房環境保健部 環境安全課 電話：03-5521-8261

地域における効果的な熱中症予防対策の推進に係る事業
図：地域における熱中症対策に関する連携のイメージ
（令和元年度熱中症予防対策ガイダンス事業より）

・新たな課題への対応も含めた知見の収集やその効果的な発信方法を検討しとりまとめる。

・熱中症に関する必要な知識の普及啓発を行い、一人一人の予防意識を向上させ、熱中症の発生の減少を目指す。

・地方自治体での総合的な熱中症予防対策を促進するとともに、社会が一体となって熱中症対策に取り組むことを

目指す。

新型コロナウイルス感染症の感染予防策との両立等に
対応した熱中症対策の検討・推進事業

図：「新しい生活様式」における熱中症対策のイメージ
（環境省・厚生労働省リーフレットより）
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ハード対策
ソフト対策

サブスクリプションを
活用したエアコン
普及促進モデル

（サブスクモデル事業）

地域における
熱中症対策
ガイドライン
策定に係る事業
（地域モデル事業）

令和３年夏の東京都23区における熱中症死亡者の状況

令和３年度補正2.9億円

令和4年度要求1.2億円の内数

 熱中症対策行動計画においては、年1000人以下の死亡者数の達成に向け、高齢者等にお
ける屋内の熱中症対策の強化等を重点分野としている

 特に地域における熱中症対策が重要であるとし、地方自治体を中心とした地域での見守
り、産業界とも連携した取組等の促進を図ることとしている。

対策の方向性

エアコン有・使用有, 

2人, 6%

エアコン有・使用無, 

26人, 76%

エアコン無, 6人, 

18%

エアコン設置有無・使用状況別

計39人（速報値）のうち

• ８割以上は65歳以上の高齢者

• 約９割は屋内
屋内での死亡者のうち

• 約９割はエアコンを使用していなかった

地域における効果的な熱中症予防対策の推進に係る事業

21



 熱中症予防のためには、「地域」における取組が重要であり、地方自治体を中心とした
連携を強化し、地域住民の熱中症予防行動を促進することが重要。

 地域モデル事業により地域社会の優れた取組や創意工夫に富んだ熱中症対策を促進し、
広く全国へ水平展開することにより、全国的な熱中症予防を進めることを目指す。

 追加のモデル事業を実施
 自治体事例発表

※令和３年度未実施ブロックで
の実施を検討

地域における熱中症対策
ガイドライン策定

＜期待される効果＞
 全国の地方自治体、幅広い主体による熱中症対策の包括的・体系的な整理及びその実行を後押しする。
 取組事例の水平展開により、地域における効果的な熱中症対策の底上げを図る。

地域における熱中症対策ガイドライン策定に係る事業

＜令和４年度＞ 事業実施者：自治体＜令和３年度＞ 事業実施者：自治体

8自治体に実施

各地方自治体が、それぞれの
地域特性を踏まえた上で、多
様な関係主体によるアプロー
チ「共助」の取組や、地方自
治体による「自助」「共助」
の後押しを含め包括的・体系
的に熱中症対策を実施する
「公助」の取組を環境省とし
て支援する。

採択自治体 人口規模 取組重点対象

1 群馬県上野村 約1,000人 高齢者

2 東京都豊島区 約290,000人 市民（特に高齢者）

3 神奈川県川崎市 約1,514,000人 高齢者

4 静岡県浜松市 約803,000人 市民（特に高齢者・子供）

5 岐阜県多治見市 約110,000人 市民全般

6 京都府 約2,526,000人 府民（特に高齢者・子供）

7 大阪府吹田市 約374,000人 高齢者・市民・生徒

8 福岡県福岡市 約1,554,000人 市民（特に高齢者）

事業の意図・目的

【令和３年度～令和４年度にかけて実施】
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お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

サブスクリプションを活用したエアコン普及促進モデル事業

事業イメージ

請負事業

高齢者世帯等におけるエアコン利用については、エアコン購入（「所

有」）における高額な初期費用が課題となっているところ。

初期費用の低減を図り、広くエアコンを普及させるため、民間の力による

サブスクリプション方式（一定期間、定額料金を支払うことによる「利

用」に着目したサービス）を活用したビジネスモデル確立のためのモデル

事業を行う。

また、災害時の避難所として活用される公共施設等におけるエアコンの普

及促進についても同様にビジネスモデルの確立を図る。

当該モデル事業について効果検証を行い、体系的にとりまとめ、広く社会

へ発信していくことで、サブスクリプション方式によるエアコン普及を促

進していく。

・エアコン未設置の高齢者世帯等における熱中症予防対策として、エアコンの普及促進は喫緊の課題。エアコンの適切な使用に

より熱中症を予防できるよう、初期費用低減によるエアコンの普及を目指す。

・災害時に避難所として活用される公共施設等におけるエアコンについても初期費用低減により普及を図る。

・また、本事業によるエアコン普及を通して、新型コロナウィルス感染症に伴う外出制限による屋内の熱中症の予防を促進す

る。

「所有」から「利用」のサブスクリプションを活用して、熱中症予防のためのエアコンの普及促進を図ります。

【令和３年度補正予算 290百万円】

民間事業者

令和３年度

大臣官房環境保健部 環境安全課 電話：03-5521-8261

■請負先

【事業体】

※国による公募

サブスクリプ
ション事業者

エアコンメー
カー

地方自治体

国

請負事業

エアコンの
設置、
サブスク
リプション
の実施

民間
事業者
執行団体

等
サブスク
使用料金
支払い
※電気代別

高齢者
世帯等
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• 厚生労働省と連携し、「新型コロナウイルスを想定した
『新しい生活様式』」を踏まえた熱中症予防行動の留意点
をまとめた。また、「新しい生活様式」での熱中症予防に
ついてのリーフレットを作成し（令和２年６月作成、令和
３年６月改訂）、自治体への事務連絡及びホームページに
よる周知した。

• 内閣府、消防庁、厚生労働省と連携し、災害時の熱中症予
防についてのリーフレットを作成し、自治体への事務連絡
及びホームページによる周知を行った（令和３年６月）。

• 令和３年度は災害時や「新しい生活様式」における熱中症
対策についての知見や課題の収集・分析・評価、その効果
的な対策を検討する。

その他の熱中症対策に関する取組

・熱中症環境保健マニュアル2018
・夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン2020
・学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き
・熱中症警戒アラート発表時の予防行動リーフレット
・熱中症予防リーフレット・カード
・熱中症高齢者向けリーフレット
・夏本番前のエアコンの早期点検の呼びかけポスター
・熱中症外国人向けリーフレット
・オリパラ用訪日外国人向け熱中症普及啓発うちわ 等
を作成し、全国自治体や関係団体、イベントで配布。

• 様々な専門家を招いて「熱中症対策シンポジウム（例年6
月）」を開催し自治体職員や一般向けに熱中症の基礎的
な知識等について情報提供。令和２年度は新型コロナウ
イルス感染症に伴い中止したが、令和３年度は６月23日
にオンライン開催し、600人以上が参加。

１．熱中症対策に係る普及啓発資料の作成・配布

• 令和元年～２年の「ガイダンス策定に係る実証事業」で採
択した16の実証事業について、事業に係る費用や検証結果
を示すとともに、実証事業を含めた地方社会における先進
的で優れた取組事例を取りまとめ、「熱中症予防対策ガイ
ダンス」を策定し、令和３年４月に公表した。

• 令和３年度は「地方公共団体における効果的な熱中症予防
対策の推進に係るモデル事業」において全国より８つのモ
デル自治体を選定し、熱中症対策に関する課題及び必要な
対策を整理することを支援する。

• 令和４年度以降は、モデル自治体において整理した対策の
実行を支援するとともに、その検証を行い、得られた知見
を全国の地方自治体向けに「地域における熱中症対策ガイ
ドライン（仮称）」として整理し、令和５年度以降に全国
的な熱中症対策の底上げを図る。

３．熱中症予防対策の推進に係る自治体モデル事業

４．熱中症対策における新たな課題への対応の検討

高齢者のための熱中症対策
リーフレット

熱中症環境保健
マニュアル

２．熱中症予防対策の普及啓発イベント

夏季のイベントにおける
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